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市場競争が限定的なエリアについて
 第34回制度検討作業部会(9/13)において、市場競争が限定的となっているおそれがあるエリア
（分断処理の結果、入札された電源が全て落札されたエリア、または落札しなかった電源を応札
した事業者が１者の独占状態となっているエリア）においては、約定価格を以下のとおり決定する
こととした。
① 市場分断が発生した後に供給信頼度基準を満たすまで追加で供給力を確保する。
② 当該エリアのエリアプライスは、約定した電源のうち当該エリアの最も高い応札価格とする。ただし、隣接エ

リアのエリアプライスのX倍を超えた場合、隣接エリアのエリアプライスのX倍を当該エリアのエリアプライスとす
る。

③ 応札価格が当該エリアのエリアプライスを下回る電源については、当該エリアのエリアプライスを約定価格と
する。

④ 応札価格が当該エリアのエリアプライスを上回る電源については、応札価格を約定価格とする。

 本部会において、大きな方向性はご理解いただいたものの、“市場競争が限定的となっているおそ
れがあるエリアの条件”や”エリアプライスの上限となるX倍”について、改めて事業者の意見を聞き、
決定するのがいいのではないかとの意見があった。

 その意見を踏まえ、広域機関において、“市場競争が限定的となっているおそれがあるエリアの条
件”や“エリアプライスの上限となるX倍”についての事業者意見の確認が行われた。

 “市場競争が限定的となっているおそれがあるエリアの条件“について、事業者から特段の意見は無
かったが、”エリアプライスの上限となるX倍”については、事業者からの意見が得られたため、それを
踏まえて今回議論を行いたい。
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（参考）制度検討作業部会における前回の議論①
第33回 制度検討作業部会 資料3
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（参考）制度検討作業部会における前回の議論②
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（参考）制度検討作業部会における前回の議論③
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第34回 制度検討作業部会における主なご意見
第21回 容量市場の在り方等に関する検討会 資料4
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第21回 容量市場の在り方等に関する検討会における議論①
（広域機関による事業者意見の確認）
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第21回 容量市場の在り方等に関する検討会における議論②

 確たる論拠があるわけではないが、事業者委員の意見を踏まえてみていくと、今後必要
に応じ見直していくということではあるが、まずは1.5倍からスタートしていく、ということ
が一つの考え方ではないか。（委員）

 可能であればシミュレーションを通じて数字を決めることが望ましいが、現状ではシミュレー
ションが非常に難しいと思うので、1.5倍からスタートしオークション結果を検証しながら
見直しを行うことでよいのではないか。（委員）

 少なくとも速やかに見直しができる方法での検討をお願いしたいと制度検討作業部会で
も発言した。容量市場の検証については、毎年行われる状況検証と5年毎行われる包
括的検証があるが、X倍の検証については毎年の状況検証の俎上に乗せて振り返って
いただきたい。発電事業者の意見で、供給力が減少しているエリアに対して投資インセン
ティブ性が必要であるため1.0倍はないのではないか、という意見について、1.5倍であれ
ば投資インセンティブは働いているのか、という点について5年毎行われる包括的な検証
で見ていただきたい。（委員）





9

容量市場オークションの今後のスケジュール
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 第21回容量市場検討会（9/30）にて、これまでの議論を整理したメインオークション
募集要綱(案)が提示された。今後パブコメを経て、セット・公表する予定。

 また、メインオークションの初回応札の受付開始は2020年7月1日を予定している。


